
第５回
座間市部活動地域移行検討委員会

令和７年３月２１日（金）1５:00



令和５年１０月２５日 第1回座間市部活動地域移行検討委員会

令和６年３月１８日 第２回座間市部活動地域移行検討委員会

令和6年6月１２日 部活動地域移行打ち合わせ会

令和６年６月２５日 第３回 座間市部活動地域移行検討委員会

令和6年9月 ４日 座間市中体連 役員・理事会 運営委員会にて説明

令和6年9月20日 部活動地域移行打ち合わせ会

令和６年１２月１９日 第４回 座間市部活動地域移行検討委員会

令和7年1月３１日 座間市部活動地域展開連絡会（第1回）（オンライン）

令和７年２月１４日 座間市中体連 役員・理事会 運営委員会にて説明



地域クラブの運営
〇地域人材
スポーツ課 生涯学習課等との連携

〇指導を望む教員
意思に関わらず部活動顧問をすることはない

学校の活動とは切り離す：社会教育の一環
責任主体の移行

地域全体で活動を支える 兼職兼業の
制度を整備



地域連携 地域移行

学校部活動 地域クラブ活動

学校教育の一環 社会教育の一環

学校の責任下で行われる 地域クラブ活動の運営団体・実施主

体が行う

学校部活動とはそもそもの責任主体

が異なる

部活動指導員や外部指導者と

いった地域の方々に参画いただ

いたり、複数の学校で合同練習

を行ったりすること

学校部活動を地域クラブ活動に代替

させていくこと

最終ゴール

最終ゴールに向け
たステップ



座間市では休日だけではなく、

平日も含めた段階的な地域移行を検討

休日のみの移行では、生徒は、平日は部活動、休日は地域
クラブ部活動という、実施主体、責任主体の異なる活動に
参加することとなる。部活動は必ずしも教師が担う必要の
ない業務であることや、教職員の負担軽減という点からも
平日を含めた段階的な地域移行を検討。

休日の部活動から、段階的に地域展開



令和
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度

改革推進期間 改革実行期間
（仮称）（前期）

改革実行期間
（仮称）（後期）

スポーツ庁
地域スポーツクラブ活動ワーキンググループ（第３回） 配布資料（令和6年9月18日）



１０月 １１ １２ R8 １月 ２ ３

アンケート 実施 集計 分析

R7 ４月 ５ ６ ７ ８ ９

令和７年度の予定

試行実施案の検討・作成 試行実施

試行実施 課題抽出 次年度へ

アンケート修正・実施準備 アンケート実施

保護者・児童生徒・教職員への周知 人材育成 適宜 HP・お便り等

7/7
第6回
検討
委員会

保護者・児童生徒・教職員への周知 人材育成 適宜 HP・お便り等

12/17
第7回
検討
委員会

3/23
第8回
検討
委員会



京都府舞鶴市実証事業



①検討してきた内容の共有

②令和７年度 試行実施の検討



令和７年 ７月 ７日（月） 予定
第６回部活動地域移行検討委員会

夏季休業期間から２学期中の実施を目指して

令和７年度 試行実施案を提示

６月末を目途に各グループで取りまとめ


